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この居宅介護支援重要事項説明書は、当事業所の運営規定や勤務体制、その他重

要事項を記したものです。利用者またはその代理人（ご家族等）に対してこの文書を

交付しご説明申し上げることは事業者の義務として法令上規定されています。 
 
１．サービスを提供する事業所の概要１．サービスを提供する事業所の概要１．サービスを提供する事業所の概要１．サービスを提供する事業所の概要 

事 業 所 名 介護のみき大和高田店 
所 在 地 奈良県大和高田市三和町１７－３０ 
電 話 番 号 ０７４５－５２－０８５８ 
Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０７４５－５２－８２５８ 
介護保険指定事業者番号 ２９７０２００３１３ 
サービスを提供する地域 大和高田市、香芝市、葛城市、橿原市、広陵町 
損害賠償責任保険加入先 損害保険ジャパン株式会社 
職 種 常  勤 非 常 勤 計 
管 理 者 １名  １名 
事 務 職 員    
専 門 相 談 員 １名  １名 
（職務内容） 
管  理  者 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、

自らも居宅介護支援業務を行うものとする。 
専門相談員 居宅介護支援業務を行います。 
営 業 日 月曜日~金曜日（祝日、12/30～1/3 を除く） 
営 業 時 間 ９：００~１８：００（24 時間電話等連絡の取れる体制） 

 
２．事業所の目的２．事業所の目的２．事業所の目的２．事業所の目的 

介護のみき大和高田店が開設する居宅介護支援事業所（以下「事業所」とい

う。）は、適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、

事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介

護支援を提供することを目的とする。 
 
３．サービス内容及び運営３．サービス内容及び運営３．サービス内容及び運営３．サービス内容及び運営 

（１）事業所の介護支援専門員は、利用者が自宅において日常生活を営むために必

要なサービスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案して、利用

するサービスの種類および内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作

成するとともに、当該計画に基づいてサービス提供が確保されるよう指定居宅サ



ービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。（この行為を以

下「居宅介護支援」と呼びます。） 
（２）居宅介護支援に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき適切なサービスが、多様な指定居宅サービス事業者

等から、総合的かつ効率的に提供されるよう努力いたします。 
（３）居宅介護支援に当たっては、利用者の意志および人格を尊重し、常に利用者の

立場に立って、提供されるサービスが特定の種類または特定の事業者に不当に

偏することがないよう、公正中立に行います。 
（４）居宅介護支援に当たっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう

に行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮いたします。 
（５）事業者は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者やその家族、事業者

等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の変更、事業者等との

連絡調整その他の便宜の提供を行います。 
（６）前項の居宅サービス計画の実施状況、解決すべき課題等について適切な記録を

作成・保管し、利用者に対して継続的に情報提供、説明等を行います。 
（７）各ご利用者への居宅介護支援サービスの質の低下を防ぐため、介護支援専門員

１名につき担当利用者数は原則 35 名以下とします。 
 
４．利用料金について４．利用料金について４．利用料金について４．利用料金について 

（１）当事業所が提供する居宅介護支援の料金は介護保険法に基づき全額介護保険

でまかなわれますので、利用者のご負担はありません。料金の詳細につきまして

は（別紙）居宅介護支援料金表をご確認下さい。 
（２）介護支援専門員が上記のサービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要

がある場合には、その旅費を実費ご負担頂くことがあります。 
（３）当事業所が作成する居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービス事業者等に

より提供される居宅介護サービスに係る料金については、利用者がサービス提

供事業者と個別に取交わされる契約書に明記されます。 
（４）利用者は、訪問調査、居宅サービス計画作成等、当事業所による居宅介護支援

の提供をいつでもキャンセル又は中断をすることができます。キャンセル・中断の

何れの場合にもキャンセル料等の利用者のご負担は必要ありません。 
（５）当事業所が作成する居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービス事業者等よ

り提供される居宅介護サービスのキャンセル料や契約の解約方法等については、

利用者が指定居宅サービス事業者等と個別に交わされる契約書に明記されま

す。 
 
５．事故発生時の対応・賠償責任５．事故発生時の対応・賠償責任５．事故発生時の対応・賠償責任５．事故発生時の対応・賠償責任 

（１）利用者に対する居宅介護支援の提供により、当事業所の責めに帰するべき事由



により、万一事故が発生し、ご利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合

には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡をとり、必要な措置を講じると

ともに損害を賠償します。但し、ご利用者またはその代理人に重過失がある場合

は、当事業所は賠償責任を免除、または賠償額を減じることがあります。 
（２）当事業所では、万が一の事故発生に備えて前記１に記載の通り損害賠償責任保

険に加入しています。なお、当事業所の責めに帰すべからざる事由によって生じ

た損害については、当事業所は賠償責任を負いません。とりわけ、以下の事由

に該当する場合には、当事業所は賠償責任を免れます。 
① 利用者が、契約締結時にその疾患および身体状況等の重要事項につい

て故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因して損害が

発生した場合。 
② 利用者もしくは介護者（家族等）が、サービスの実施のため必要な事項に

関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行っ

たことに起因して損害が発生した場合。 
③ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としな

い事由に起因して損害が発生した場合。 
④ 利用者または介護者（家族等）が、事業者およびサービス従事者の指示・

助言・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合。 
 
６．緊急時の対応方法６．緊急時の対応方法６．緊急時の対応方法６．緊急時の対応方法 

ご利用者の容体に変化等があり、緊急の対応が必要と判断される場合は、事前

の打合せにより決めさせていただいた、主治医、救急隊、親族等へ連絡いたしま

す。 
 
７．個人情報の使用および秘密保持７．個人情報の使用および秘密保持７．個人情報の使用および秘密保持７．個人情報の使用および秘密保持 

当事業所は、居宅介護支援を実施する上で知り得た利用者およびその家族に

関する事項については、利用者または第三者の生命、身体等に危険がある場合等、

正当な理由がある場合を除いて、第三者に漏洩しません。この守秘義務は、契約

が終了した後も継続します。居宅サービス計画の作成および作成された居宅サー

ビス計画に沿った円滑なサービス提供を行うために実施されるサービス担当者会

議、介護支援専門員とサービス提供事業者との連絡調整において、個人情報を関

係者へ提供することが必要である場合は、あらかじめ利用者に対して、情報提供の

目的と、情報を提供する関係者に関する情報を説明し、書面にて利用者の同意を

得ます。 
 
 
 



８．サービス内容に関する相談・苦情の窓口８．サービス内容に関する相談・苦情の窓口８．サービス内容に関する相談・苦情の窓口８．サービス内容に関する相談・苦情の窓口 

社内相談窓口 当事業所相談窓口 
 

（電話）0745-25-5505 
（担当）山中 一憲 

外 部 苦 情 
申し立て機関 

各市町村 
介護保険相談窓口 

 

（電話） 
都道府県国民健康

保険団体連合会 
奈良県国民健康保険団体連合会 
（電話）0744-21-6811 
   0120-21-6899 

苦情を処理す

るための体制 

受付 ⇒ 事実の調査と対応方法の検討 
↓ 
① 迅速に改善を立て必要に応じて全職員に周知し、改善策を実

行する。 
② 全過程を記録し、以降同様の問題が生じないように管理するも

のとする。 
また、苦情等が生じないよう対応方法およびサービス内容につ

いては他の職種が定期的にチェックし、苦情となることを未然に 
防ぐよう努めるものとする。 

 
 
 



９．居宅介護支援の申込みからサービス提供までの流れと主な内容９．居宅介護支援の申込みからサービス提供までの流れと主な内容９．居宅介護支援の申込みからサービス提供までの流れと主な内容９．居宅介護支援の申込みからサービス提供までの流れと主な内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重要事項のご説明 

居宅介護支援のお申込み 

居宅介護サービス計画作成依頼届出書を自治体窓口へ提出 

利用者の状態の把握・計画の原案の作成 

計画原案の利用者への提示、居宅サービス事業者の選択 

サービス担当者との連絡・調整 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

利用者への説明 

利用者の同意・居宅介護支援事業所との契約 

居宅サービス事業者との契約 

介護サービス計画（ケアプラン）に基づいたサービスの利用 

当事業所員が本紙に沿って重要

事項をご説明します 

介護支援専門員（ケアマネジャ

ー）がご本人やご家族に面接

し、抱えている問題点や解決す

べき課題を分析します 

計画原案をご提示し、必要なサ

ービスの種類・量等をご説明し

ます。併せて居宅サービス事業

者に関する情報をご提供し、事

業者をご選択していただきます 

介護支援専門員（ケアマネジャー）を中

心に、サービスの担当者やご本人・ご家

族も参加し、意見交換を行います。 

介護サービスの目標と達成時期、サー

ビスの種類・内容・利用料等、サービス

を受けるご本人の希望や心身の状態を

よく考慮して居宅サービス計画（ケアプ

ラン）を作成します。 

利用する居宅介護サービスの内容や 

料金を十分に確認してください。 



        年   月   日 
 
居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、本書面に基づいて重要事項の説明を行

いました。 
 
 
 
＜説明者＞ 
                                事業所名                                       
                                                                介護のみき大和高田店介護のみき大和高田店介護のみき大和高田店介護のみき大和高田店                                                                                                                                                

                                担当者名                                       
                                                                                                                                                                                  印      
 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から居宅介護支援サービスについての重要事項の

説明を受け、居宅介護支援サービスの提供開始を同意しました。 
 
 
＜ 利用者 ＞ 

住  所 
                                                      
         氏  名 
                                              印       
 
＜ 代理人 ・ 代筆者 ＞ 

住  所 
                                                      
         氏  名 
                                              印       
                                   （関係             ） 
 
 


